
 

車両乗入れ部切下げ工事承認基準 
 

（趣 旨） 

第１条 この基準は、「道路管理者以外の者の行う道路の工事等に関する規則」に基づき、川崎市が管理す 

る道路の車両の乗入れ部の設置のための切下げ工事承認について、歩行者の安全確保と道路の構造の保

全のため必要な事項を定める。 

 

（承認の対象工事等） 

第２条 承認の対象工事については、本市が管理する道路において乗入れ部等の設置のため歩道や道路の側 

溝などを切下げる工事とする。 

２ 歩道の切下げ工事を承認する場合は、常時車両が路外施設（ガソリンスタンド・駐車場・工場・倉庫・

車庫等）に出入するため歩道を横断しなければならない場所であること。 

３ 歩道の乗入れ部は、原則として申請者毎１箇所とする。ただし、ガソリンスタンド及び路外駐車場等

で出入が頻繁で道路管理者がその必要を認めた場合は、２箇所とすることができる。この場合申請者の

同一間口内で５ｍ以上の間隔を置くことができる場合に限る。 

４ 乗入れ部は、交差点・横断歩道・バス停・踏切等の側端から５ｍ以内の場所には設置は認めないもの

とする。ただし、道路管理者が止むを得ないと認めた場合は短縮することができる。 

 

（形状及び構造） 

第３条 区役所道路公園センター所長は、別表に定める乗入れ部の形状及び構造を基本とし、次の事項を

考慮して、承認の対象工事を行う必要性、設計及び実施計画の合理性並びに道路管理上の支障の有無等

を総合的に判断して必要な事項を申請者に指示するものとする。 

（１）乗入れする車両の種類及び台数 

（２）申請者用地の土地利用 

（３）申請者用地の広さ及び操車状況 

（４）道路の交通及び道路附属物や占用物件等の状況 

（５）対象工事について、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、川崎市福祉のまちづ

くり条例、川崎市道路の構造の技術的基準に関する条例等で適合させること又は適合させるよう努め

るべきこととされている構造基準及び歩道の一般的構造に関する基準 

（６）土木工事施工管理基準等本市が道路に関する工事を施工するに際して適合させること又は適合させ

るよう努めるべきこととしているその他の基準 

（７）その他 

 

（道路附属物等の移設等） 

第４条 乗入れ部設置のため道路附属物（街路樹・街路灯等）又は占用物件の移設又は撤去等を必要とす

る場合は、申請者において当該物件管理者又は占用者と協議するものとする。 

 



 

（費用の負担） 

第５条 申請者は、乗入れ部に必要な工事費・移設費その他一切の費用を負担するものとする。 

 

 

 

 附 則 

 （施行期日） 

  この基準は、昭和 60 年 9月 1 日から施行する。 

  この基準は、平成 15 年 4月 1 日から施行する。 

  この基準は、平成 22 年 4月 1 日から施行する。 

  この基準は、平成 28 年 4月 1 日から施行する。 

  この基準は、令和 4 年 4月 1 日から施行する。 

この基準は、令和 7 年 4月 1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表（第３条関係） 

 １ 歩道の乗入れ部の舗装について 

 

 

 

 

※川崎市土木工事標準構造図集 歩道舗装切下部（A 種・B種）（番号 509）を引用。 

 ※トレーラー又は特殊な車両が出入りする箇所は別途考慮することができる。 

  



 

２ 歩道の乗入れ部の切下げ図について 

 （１）歩道内においてすりつけを行う構造 

 

 

 

 

 

            

 

  ※川崎市土木工事標準構造図集 歩道切下げ図乗入れ部（広幅員）（番号606）を引用。 



 

（２）植樹帯等の幅員を活用してすりつけを行う構造 

 

 

 

  ※川崎市土木工事標準構造図集 歩道切下げ図乗入れ部（広幅員）（番号606）を引用。 

 

（３）全面切下げを行う構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

※川崎市土木工事標準構造図集 歩道切下げ図乗入れ部（狭幅員）（番号606-2）を引用。 

 

 



 

（４）斜乗入れを行う構造 

 平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 切下げ部のL型側溝構造図について 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※川崎市土木工事標準構造図集 L型側溝（番号118）を引用。 



 

 

 

 

 

 

 

※川崎市土木工事標準構造図集 L型側溝（切下げ部）（番号118-2）を引用。 

 



 

４ 切下げ部の地先境界ブロック構造図について 

 

 

 

 

 
 

※川崎市土木工事標準構造図集 地先境界ブロック（番号702）を引用。 

 

５ その他 

（１）前各項に規定する乗入れ部の形状及び構造のうち川崎市土木整備工事標準構造図集を引用

している部分について、常に最新の川崎市土木整備工事標準構造図集を参照し、数値等の変

更の有無を確認すること。 

（２）これらの構造図によりがたい場合については、その都度定めるものとする。 

 


